
○
財
務
省
告
示
第
百
号 

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
度
分
の 

予
算
に
つ
い
て
、
支
出
負
担
行
為
の
実
施
計
画
に
つ
き
財
務
大
臣
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
を
別
表
の 

よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

た
だ
し
、
令
和
七
年
度
に
お
い
て
支
出
負
担
行
為
の
実
施
計
画
に
つ
き
既
に
財
務
大
臣
の
承
認
を
経
た
経
費
及
び 

令
和
八
年
度
に
お
け
る
予
備
費
使
用
に
係
る
経
費
を
除
く
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令
和
八
年
四
月
三
日 

   

財
務
大
臣 

片
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さ
つ
き 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  










